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＜問１＞ 江戸時代の村に関して、次の内容が正しければ〇、誤っていれば×を選びなさい。 

 設問１  幕府は分割相続による土地の細分化を防ぐために田畑永代売買の禁令を出し、規定面積以下の 

分割を禁じた。   10点 

  

＜問２＞ 江戸時代の村に関して、次の内容が正しければ〇、過っていれば×を選びなさい。 

 設問１  農民の負担の中心は本途物成で、それ以外にも山野河海からの収益や農業以外の副業にかかる 

小物成などがあった。  10点 

 

        

＜問３＞  江戸時代の村に関して、次の内容が正しければ〇、誤っていれば×を選びなさい。 

  設問１ 年貢の納入は村全体で責任を負う村請制がとられ、村の代表である名主が責任者となって納入に 

         あたった。  10点 

       

 

＜問４＞  次の各問いに答えなさい。 

 

  設問１ 江戸時代の百姓のなかで、基本的な階層は検地帳に登録された田畑屋敷をもち、耕作に必要な用水

権・入会権などを有する年貢負担者であった。この百姓の名称として正しいものはどれか。 10点 

       選択肢   ａ 水呑   ｂ 本百姓   ｃ 被官   ｄ 名子 

 

  

＜問５＞ 

  設問１  江戸時代の多くの村は 50戸前後の自然集落であった。領主はこれを行政単位として、村の役人を 

通じて村を支配したが、この村の役人の名称として正しいものはどれか。 10点 

選択肢   ａ 伝馬役   ｂ 村方三役   ｃ 村請制  ｄ 五人組  

 

 ＜問６＞  

  設問１ 村の組織について述べた文として正しいものはどれか。  10点 

    ａ 村方三役のうち、村の長を関東では名主・関西では庄屋・東北では組頭という。 

    ｂ 江戸時代の村には、特定の地主と身分的隷属関係を持つ最下層の人々がいたが、その呼称は戸主 

      という。 

    ｃ 江戸時代は、年貢納入や治安維持などで連帯責任を負う、５戸 1組を基本とした隣保組織を制度化 

      したが、これを五人組という。 

    ｄ 本年貢は村高に一定の税率をかけて計算され、名主など村役人が責任者となって納めたが。このよう 

      に村が責任を持って税を納めることを伝馬役という。 

 

 

   ／100 



 

 ＜問７＞ 

   設問１  本百姓の負担に関することについて述べた文として正しいものはどれか。  10点 

    ａ 江戸時代に本百姓が負担した税で、山林などからの収益や産物収入などを対象とした雑税を高掛物と 

      いう。 

    ｂ 江戸時代の税で、村高に応じて課せられた付加税を国役という。 

    ｃ 江戸時代の田畑・屋敷地に対する本租で、本百姓が負担した税を本途物成という。 

    ｄ 朝鮮使節の従来費や治水工事など、国ごとに課せられた江戸時代の臨時の税を小物成という。 

 

 ＜問８＞  次の各問いに答えなさい。   １０点 

    設問１  本百姓に対する法令について述べた文として正しいものはどれか。 

    ａ 1673年に、田畑の細分化を防ぎ、年貢の確保のために土地の分割相続についての制限令を出した。 

      これを田畑勝手作りの禁という。 

    ｂ 分地制限令では、一般の百姓の田畑面積を 1町、石高を 20石以上と定めた。 

    ｃ 江戸幕府は本百姓の没落を防ぎ、年貢徴収高を維持するために、田畑の売買を禁止する田畑永代売買 

の禁止令を出した。 

ｄ 本田畑に五穀以外の作物を栽培することを禁じた、江戸幕府の法令を分地制限令という。 

           

      

 ＜問９＞   次の各問いに答えなさい。 

    設問１   完解 20点 

      （1） 農村は村方三役を中心に営まれたが、その三役とは名主（庄屋）と組頭と、あと一つは何か。 

           下より選べ。 

      （2） 本百姓に年貢納入の連帯責任や犯罪の相互監視を行わせた組織を何というか。 

      （3） 町人の代表として町政の運営にあたった職の呼び名を 1つ答えよ。 

    【選択肢】 

・ 五人組     ・  百姓代    ・ 町年寄（町名主） 

 

   （１）                          （２）                        （３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

【解答】 

＜ 問１ ＞ 設問１  正答   ×   

＜解説＞  分割相続による土地の細分化を防ぐために幕府が発令したのは分地制限令（1673）である。 

     田畑永代売買の禁令（１６４３）は農民による土地の売買を禁じたもので、富農が土地を集積する 

     ことにより貧農が土地を失って没落するのを防ごうとしたものである。地租改正条例が出される前 

年の 1872年まで存続した。  

 

  ＜ 問２ >  設問１  正答   〇 

    ＜解説＞  江戸時代の農民負担としては、田畑・屋敷地にかかる本途物成・山野河海からの収益や農業以 

外の副業などにかかる小物成、村高に応じて課された高掛物、労役である伝馬役（助郷役）・国 

役などがあった。 

  ＜ 問３ ＞  設問１  正答   〇   

＜ 問 4 ＞  設問１  正答   ｂ 本百姓 

 ＜ 問 5 ＞  設問 1  正答  b  村方三役 

 ＜ 問 ６ ＞  設問１  正答   ｃ 

   ＜解説＞  ａ 「組頭」ではなく「肝煎」が正しい。 

            ｂ 「戸主」ではなく「名子」が正しい。 

            ｄ 「伝馬役」ではなく「村請制」が正しい。 

  ＜ 問 ７ ＞  設問１  正答   ｃ 

          ＜解説＞   ａ 「高掛物」ではなく「小物成」が正しい。 

                    ｂ 「国役」ではなく「高掛物」が正しい。 

                    ｄ 「小物成」ではなく「国役」が正しい。 

 ＜ 問 ８ ＞  設問１  正答   ｃ 

          ＜解説＞   ａ 「田畑勝手作りの禁」ではなく「分地制限令」が正しい。 

                    ｂ 「20石」ではなく「10石」が正しい。 

                    ｄ 「分地制限令」ではなく「田畑勝手作りの禁」が正しい。 

 

  ＜ 問 ９ > 設問 1   （1） 百姓代   （2）五人組    （3）町年寄（町名主） 


